
水
道
メ
ー
タ
ー
の
取
り
替
え

に
ご
協
力
を
！

　　

水
道
メ
ー
タ
ー
（
量
水
器
）

は
計
量
法
に
よ
り
有
効
期
間
が

８
年
間
と
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

本
年
度
期
限
を
迎
え
る
メ
ー

タ
ー
を
、
市
の
指
定
給
水
装
置

工
事
事
業
者
が
交
換
し
ま
す

（
費
用
負
担
は
あ
り
ま
せ
ん
）
。

　

対
象
の
方
に
は
、
事
前
に
お

知
ら
せ
し
ま
す
の
で
、
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

【
実
施
予
定
期
間
】

７
月
中
旬
～
12
月
中
旬

【
問
い
合
わ
せ
先
】

環
境
上
下
水
道
課

☎
53

・

３
１
１
０

個
別
検
診
で
き
ま
す

子
宮
頸
が
ん
・
乳
が
ん
検
診

　

子
宮
頸
が
ん
・
乳
が
ん
検
診

が
高
知
県
内
の
指
定
医
療
機
関

で
受
診
（
個
別
検
診
）
で
き
ま

す
。
た
だ
し
、
平
成
27
年
度
中

に
香
美
市
が
行
っ
た
子
宮
頸
が

ん
・
乳
が
ん
検
診
を
受
診
し
て

い
な
い
方
が
対
象
で
す
。

　

ご
希
望
の
方
は
、
健
康
介
護

支
援
課
健
康
づ
く
り
班
ま
で
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。
個
別
検

診
用
の
受
診
案
内
を
お
送
り
し

ま
す
。

【
対
象
】

◆
子
宮
頸
が
ん
＝
20
歳
以
上
の
方

◆
乳
が
ん
＝
40
歳
以
上
の
方

　保険料は、日本年金機構から送られる納

付書により、金融機関・郵便局・コンビニ

で納めることができます。また、クレジッ

トカードによる納付やインターネット等を

利用しての納付のほか、便利でお得な口座

振替もあります。

　国民年金保険料を未納のまま放置すると、

督促状が送付されます。さらに、督促状で

指定された期限までに納付がない場合、延

滞金を課すだけでなく、納付義務のある方

※の財産を差し押さえることもありますの

で、早めの納付をお願いします。

　また、保険料を納め忘れている状態で、

障害や死亡といった不慮の事態が発生する

と、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けら

れなくなる場合があります。

※納付義務者とは、被保険者本人、連帯して納付す

　る義務を負う配偶者および世帯主のことです。

納付期限を守りましょう

　経済的な理由等で保険料の納付が困難な

場合、保険料の納付が免除・猶予となる保

険料免除制度や納付猶予制度※があります。
※平成２８年７月１日から、制度改正により対象年

　齢が３０歳未満から５０歳未満に変更されました。

　平成２８年度の免除等の申請は、７月１

日から受け付けを開始します（対象期間は平

成２８年７月分から平成２９年６月分まで）。

　申請は市民保険課および香北支所・物部

支所で受け付けています。

　また、平成２６年４月の国民年金法改正

により、２年１カ月前の月分までさかのぼ

って免除申請をすることができるようにな

りました。経済的な理由で保険料を納付す

ることが困難になっていたものの、申請を

忘れていたために未納期間が残っているな

ど、該当する可能性のある方は、市民保険

課または南国年金事務所へご相談ください。

保険料を免除・猶予する制度

度
と
も
に
高
い
日
は
、
特
に
注

意
が
必
要
で
す
。
適
度
に
ク
ー

ラ
ー
等
も
利
用
し
ま
し
ょ
う
。

②
服
装
を
工
夫

　

通
気
性
の
良
い
服
を
着
て
、

外
で
は
帽
子
を
着
用
し
ま
し
ょ
う
。

③
こ
ま
め
な
水
分
補
給

　

室
内
で
も
こ
ま
め
に
水
分
補

給
を
し
ま
し
ょ
う
。
ア
ル
コ
ー

ル
で
は
尿
の
量
が
増
え
る
の
で
、

水
分
補
給
に
な
り
ま
せ
ん
。
就

寝
前
の
水
分
補
給
も
大
切
で
す
。

④
体
調
を
整
え
る

　

体
調
が
悪
い
と
き
は
外
出
や

運
動
を
控
え
ま
し
ょ
う
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

健
康
介
護
支
援
課
健
康
づ
く
り

班
☎
52
・
９
２
８
２

携
帯
電
話
の
新
し
い
電
波
で

テ
レ
ビ
映
像
に
影
響
の
恐
れ

　　

８
月
４
日
（
予
定
）
か
ら
市

内
の
一
部
地
域
で
、
携
帯
電
話

の
新
し
い
電
波
利
用
が
開
始
さ

れ
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
テ
レ

ビ
映
像
に
影
響
が
出
る
恐
れ
が

あ
る
た
め
、
対
象
の
ご
家
庭
に

は
７
月
中
旬
か
ら
チ
ラ
シ
を
配

布
し
ま
す
。
映
像
が
乱
れ
る
な

ど
の
影
響
が
出
た
場
合
は
、
無

償
で
回
復
作
業
を
行
い
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

700
Ｍ
Ｈ
ｚ
テ
レ
ビ
受
信
障
害
対

策
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

☎
０
１
２
０
・
７
０
０
・
０
１
２

※

９
時
～
22
時
受
付
（
年
中
無
休
）

ス
ト
ッ
プ
風
し
ん

無
料
抗
体
検
査

　　

風
し
ん
は
妊
婦
、
特
に
妊
娠

初
期
の
女
性
が
か
か
る
と
、
生

ま
れ
て
く
る
赤
ち
ゃ
ん
に
も
感

染
し
、
先
天
性
風
し
ん
症
候
群

と
い
う
病
気
に
か
か
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

　

家
族
で
風
し
ん
抗
体
検
査
を

受
け
ま
し
ょ
う
。

　

詳
細
な
情
報
は
高
知
県
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

h
ttp

:/
/
w

w
w

.n
a
n

b
y

o
u

.

o
r.jp

【
対
象
】
高
知
県
内
に
住
所
を

有
す
る
方
で
、
妊
娠
を
希
望
す

る
女
性
や
同
居
の
方

【
実
施
期
間
】

平
成
29
年
１
月
31
日
ま
で

【
実
施
場
所
】
高
知
県
か
ら
委

託
を
受
け
た
医
療
機
関

【
検
査
費
用
】　

無
料

※

風
し
ん
の
予
防
接
種
へ
の
助
成
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

高
知
県
健
康
対
策
課

☎
０
８
８
・
８
２
３
・
９
６
７
７

中
央
東
福
祉
保
健
所
衛
生
環
境
課

☎
53
・
３
１
７
１

Ｂ
＆
Ｇ
海
洋
セ
ン
タ
ー

で
泳
ご
う　

（
香
北
町
吉
野
）

【
期
間
】
７
月
１
日
（
金
）
～

８
月
31
日
（
水
）

【
利
用
時
間
】
13
時
～
17
時
、

18
時
～
21
時

【
休
館
日
】
月
曜
日
（
台
風
の

場
合
や
水
温
が
24
℃
以
下
の
と

き
な
ど
、
閉
館
ま
た
は
臨
時
休

館
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
）

【
臨
時
休
館
日
】
市
水
泳
大
会

等
の
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
す
る
場

合
、
臨
時
休
館
し
ま
す
。

【
料
金
】
大
人
＝
320
円
・
小
中

学
生
＝
160
円
・
幼
児
＝
100
円

※

団
体
（
20
人
以
上
）
は
２
割
引
き

【
そ
の
他
】

◆
閉
館
30
分
前
に
受
付
終
了

◆
水
泳
帽
を
必
ず
着
用

◆
ロ
ッ
カ
ー
使
用
に
は
10
円
玉

　

が
必
要
（
利
用
後
に
返
金
）

【
問
い
合
わ
せ
先
】

香
北
Ｂ
＆
Ｇ
海
洋
セ
ン
タ
ー

☎
59
・
２
３
４
０

医
療
費
の
限
度
額
適
応
制
度

　

入
院
や
外
来
診
療
を
受
け
た

場
合
、
限
度
額
適
用
・
標
準
負

担
額
減
額
認
定
証
も
し
く
は
限

度
額
適
用
認
定
証
を
医
療
機
関

の
窓
口
で
提
示
す
る
と
、
医
療

機
関
ご
と
の
医
療
費
の
支
払
い

が
自
己
負
担
限
度
額
ま
で
と
な

り
ま
す
（
保
険
適
用
外
分
を
除

く
）
。

　

自
己
負
担
限
度
額
と
食
事
代

（
標
準
負
担
額
）
は
所
得
区
分

で
違
い
ま
す
。

　

詳
し
く
は
３
月
に
保
険
証
と

一
緒
に
送
付
し
た
国
保
の
し
お

り
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

市
民
保
険
課
☎
53
・
３
１
１
５

緊
急
用
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー

搬
送
費
用
は
必
要
？

　

緊
急
用
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
（
ド

ク
タ
ー
ヘ
リ
・
防
災
ヘ
リ
）
で

病
院
へ
運
ば
れ
た
際
は
、
救
急

車
と
同
じ
で
、
搬
送
費
用
は
請

求
さ
れ
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
ヘ

リ
内
の
治
療
費
は
、
病
院
と
同

じ
で
請
求
さ
れ
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

防
災
対
策
課
☎
52
・
８
０
０
８

【
料
金
】

◆
69
歳
以
下
の
方
＝
千
円

◆
70
歳
以
上
の
方
＝
300
円

※

平
成
29
年
３
月
31
日
時
点
の
年
齢

【
実
施
期
間
】

平
成
29
年
１
月
31
日
ま
で

【
問
い
合
わ
せ
・
申
込
先
】

健
康
介
護
支
援
課
健
康
づ
く
り

班
☎
52
・
９
２
８
２

熱
中
症
の
予
防
と
対
策
を
！

　

気
温
が
高
く
、
熱
中
症
に
注

意
が
必
要
な
時
期
で
す
。
予
防

と
対
策
を
心
掛
け
ま
し
ょ
う
。

①
暑
さ
を
避
け
る

　

日
陰
を
歩
い
た
り
、
日
傘
を

利
用
し
ま
し
ょ
う
。
気
温
・
湿

そ　
の　

他

【情報公開制度】

行政機関が作成した文

書の開示を求めること

ができる制度です。

【個人情報保護制度】

他課の情報を利用する

目的外利用や、警察署

や税務署等の官公庁等

に個人情報を提供する

外部への情報提供は、

個人情報保護条例に基

づくものでなければな

りません。また、市に

対して、本人の個人情

報の開示を請求するこ

とや（開示請求）、開

示を受けた個人情報の

訂正や利用中止を請求

することなどもできま

す（訂正請求・利用中

止請求）。

　市役所の情報公開制度の運用状況と個人情報保

護制度の運用状況をお知らせします。

【問い合わせ先】総務課　☎５３－３１１２

情報公開制度と個人情報保護制度の

運用状況（平成２７年度）

平成２８年度の国民年金保険料は

　 月額１６, ２６０円です

【問い合わせ先】

南国年金事務所　☎０８８－８６４－１１１１

市民保険課国民年金係　　☎５３－３１１５

民年金保険料は

ＨＰ

情報公開制度の運用状況

公開請求件数

１３９

　（内訳）

　　　　　　　　　１１１

　　　　　　　　　　１２

　　　　　　　　　２

　　　　　　　　　２

　　　　　　　　　　１２

市 長 部 局

教 育 委 員 会

選挙管理委員会

消 防

水道事業管理者

処理状況 左のうち
不服申立

０

０

０

０

０

公　　開　１１６

部分公開　　１７

非 公 開　　　４

取り下げ　　　２

不 受 理　　　０

個人情報保護制度の運用状況

個人情報業務登録数

目的外利用した件数

外部への情報提供

４３９

１，３８７

２，１００

個人情報の本人からの請求

開 示 請 求

　　　 開　　　示

　　　 非　開　示

不 服 申 立

訂 正 請 求

削 除 請 求

中 止 請 求

苦 情 ・ 相 談 件 数

２

２

０

０

０

０

０

０

（
内
訳
）


